
基本的な考え方・方針

　ユニ・チャームは、すべての取引先と公平で公正な関係を保
つことを目的に、2009年度に「ユニ・チャームグループCSR調達
ガイドライン」を制定しました。「ユニ・チャームグループCSR調
達ガイドライン」は、国連提唱の「国連グローバル・コンパクト」
に則して「児童労働の禁止」「差別の禁止」「温暖化対策の推進」
など、法令遵守や人権問題への適切な対応、自然環境保全、商
品安全などの観点から取り組むべき項目をまとめました。本ガ
イドラインを活用した取引先との双方向コミュニケーションを通
じて、当社の「責任ある調達」に関する考え方や具体的な活動内
容を共有し、当社からサプライヤーへの要請事項について理解
を求めました。
　グローバルな事業展開に伴いサプライチェーン全体における
人権や労働、環境問題を未然に防止すべく、2017年10月に 

「ユニ・チャームグループCSR調達ガイドライン」を改め、「調達
基本方針」を制定しました。併せて「調達基本方針」に連携する
「ユニ・チャームグループ サスティナブル調達ガイドライン」を制
定し、児童労働や強制労働、差別の禁止、結社の自由に対する
権利や団体交渉権の保護、過度な労働時間の削減推進、最低
賃金の遵守、健康と安全への配慮、腐敗防止への取り組みなど
に関する意思表明をしました。「調達基本方針」や「サスティナブ
ル調達ガイドライン」では、適正な労働時間を是として過重労働
を削減し、各国・地域の現地法令で定められている労働時間を
遵守することを求めています。賃金に関しては、現地の法令が定
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める最低賃金を上回ることは当然とし、生活賃金以上の支払い
に配慮することを基本方針としています。
　しかし、国・地域によって人権や労働安全、職場環境保全に対
する法や規制は多様であり、人々の意識もさまざまです。このた
め、当社ではそれぞれの国や地域に密着した情報収集と、現地
の実情に即した取り組みを強化しています。また、危機管理にも
重点を置いた調達活動を推進すると同時に、新規取引開始にあ
たっては各国・地域の法令や社会規範を遵守し、人権や労働環
境に適切な配慮を行うなど、当社の調達に対する取り組み姿勢
や考え方の理解・浸透を図り、倫理的なリスク評価を行っていま
す。これらの取り組みは、当社が事業を展開するすべての国・地
域におけるビジネスパートナーを対象としており、サプライチェーン
全体で社会的責任を果たすべく取り組みを進めています。
　なお、当社が提供する商品やサービスの多くは、衛生的な日
常生活に欠かせない消費財です。同時に、当社の事業は、天然
資源の利用や、廃棄物の発生など地球環境と密接に関係してい
るため、当社の環境負荷低減に対する役割や責任は重大であ
り、事業規模の拡大に伴い年々増加していると考えています。紙
パンツ（紙おむつ）や生理用品の吸収体を構成するパルプや紙
は、針葉樹から生産されています。また、ペットフードに少量添
加しているパーム油は熱帯地域のプランテーションで生産され
ています。これらの森林由来資源について、持続可能性に配慮
した認証材を利用することが重要と考え、2015年度に「森林由
来の原材料調達ガイドライン」を策定しました。

　ユニ・チャームグループは、企業の社会的責任を果たし、公正で公平
な企業活動をします。

1. 法令・社会規範の遵守
（1）購買活動において、関連する法令や社会規範を遵守します。
（2） 購買活動において、国・規模・実績の有無を問わず公正で公平な

競争機会を提供します。
（3）購買活動において、知り得た情報の適切な管理を求めます。

2. 人権・労働への配慮
（1） 購買活動において、人権尊重を重視する企業と取り組みます。
（2） 購買活動において、非人道的な労働に対し十分な配慮を実践する

企業と取り組みます。
（3） 購買活動において、従業員に適正な雇用を推進する企業との取り

組みを尊重します。

3. 環境への責任
（1） 購買活動において、環境保全の重要性を理解し、推進する企業を

評価します。
（2） 購買活動において、循環型社会を目指し、環境への影響に配慮し

た原料を重視します。

4. 安全で安心な製品・資材の調達
（1） 購買活動において、安全性の確認が取れた製品・資材を選択します。
（2） 購買活動において、経済的で質の高い資材・製品を選択します。
（3） 購買活動において、要求を満たす製造・供給能力を重視します。

5. 相互信頼関係の発展
（1） 社会常識の範囲から逸脱しない、お取引先との関係を構築し、 

信頼関係を構築します。
（2） お取引先と必要な情報を交換しあい、相互の業績向上に努めます。

 調達基本方針 2-23
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　本ガイドラインは、持続可能な調達の実現に向け、ユニ・チャームが
すべての調達先様に守っていただきたい倫理基準を定めたものです。 
本ガイドラインの趣旨にご理解いただき遵守いただくことを期待してお
ります。

1. 法令・社会規範の遵守
（1）法令の遵守
• 各国・地域に関連する法律・規制（独占禁止法、個人情報保護法、
下請法など）や社会的規範を遵守する。

（2）公正な取引、贈賄および賄賂の禁止
• 公正な取引、公正な競争、独占禁止法などに関する法令を遵守する。
• すべての利害関係者への贈賄・賄賂（金銭または金銭以外の利益
供与など）と、優越的地位の濫用を禁止する。

（3）情報管理・保護
• 機密情報の管理・保護を徹底し、情報が漏洩しない仕組みを作る。
• 取引先の知的財産権は、適切に契約を締結した上で使用し、不正
使用はしない。
• 個人情報を取り扱う場合には、適切に取り扱う。

2. 人権・労働への配慮（ユニ・チャームグループ人権方針参照）
（1）国際人権章典、国際労働機関（ILO）宣言の尊重
• 国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約）、労働における基
本的原則及び権利に関する国際労働機関（ILO）宣言を尊重する。

（2）人権尊重
①児童労働の禁止
• 最低就業年齢に満たない児童を就労させない。（児童とは、15歳 

または義務教育を終了する年齢または国の雇用最低年齢のうち、 
いずれか高い年齢とする。）

②強制労働の禁止
• あらゆる形態の強制労働、非人道的な労働、奴隷、拘束、または人
身取引を行わない。
• 自発的に就労を希望する人を雇用し、自由な離職の権利を制限し
ない。

③差別の禁止
• 求人・雇用において、人種・国籍・民族・性別・宗教・身体的障害
等の差別を行わない。

（3）非人道的な扱いの禁止
• 従業員の人権を尊重し、虐待や体罰、ハラスメント、肉体的な抑圧、
性的虐待等の非人道的な扱いを行わない。

（4）適正な雇用
①労働時間
• 各国・地域の現地法令で定められている時間を遵守する。（緊急時
や非常時は除く）

②適切な報酬
• 最低賃金、時間外労働、出来高賃金その他給付に関する現地法令
を遵守して従業員に給与を支給する。
• 時間外労働は、各国・地域の現地法令に基づき割増賃金を支給する。

③健康と安全の確保
• 業務上の潜在的な危険個所を明確にし、予防措置・職場の安全対
策を実施する。
• 緊急時に備え、緊急事態発生時の報告義務の確認、従業員への連
絡ルールの設定、火災探知機の設置などを実施する。

④結社の自由と団体交渉権の尊重
• 従業員が適用される法律に従って合法的・平和的方法で、労働組
合を結成する権利にいかなる妨害も加えない。

3. 環境への責任
（1）環境保全
①法令遵守
• 各国・地域の環境関係法令を遵守する。
• 所在国の法令に従い、必要とされる場合は要求された管理報告を
提出し、記録を残す。

②環境負荷物質の管理
• 大気汚染、水質汚濁などの原因となる有害物質の排出を抑制する。
• 土壌の汚染原因となる有害物質の排出を抑制する。
• 製造時、製品使用時、使用後の廃棄物の排出を抑制する。

③省資源・リサイクルの推進
• 省資源に努め、廃棄物管理、リサイクルを推進する。
• 使用するエネルギー（電力・燃料など）の効率を高める。
• 代替エネルギーの利用など、持続可能な資源の消費に努める。

④温暖化対策の推進
• 温暖化物質を特定し、排出量を把握し記録を残す。
• 温暖化物質の排出を抑制する。

（2）持続可能な原材料調達の推進
　（森林由来の原材料調達ガイドライン参照）
• 違法伐採された木材の使用を禁止する。
• 木材や水などの自然資源に由来する原材料を過剰に消費せず、自
然が回復するサイクルの速度に合わせ資源を利用する。

4. 安全で安心な製品・資材の調達
　（ユニ・チャームグループ資材安全性ガイドライン参照）
（1）安全な資材の供給
• ユニ・チャームグループが有害と捉える化学物質の含有状況を含
めた成分組成を報告する。

（2）供給能力・品質の高い資材の供給
• 資材のSDS（Safety Data Sheet）を提出する。

P.76  ユニ・チャームグループ人権方針

 ユニ・チャームグループ サスティナブル調達ガイドライン

 森林由来の原材料調達ガイドライン

P.45  森林由来の原材料調達ガイドライン

Unicharm Group  
Sustainability Report 2025 99イントロダクション 環境サステナビリティ 

マネジメント ガバナンスESG目標 データ 外部評価社会



マネジメント体制

　サプライチェーンにおける労働基準、労働者の健康と安全な
どの社会課題へアプローチするため、ESG本部と、資材サプライ
ヤーや外部生産委託先の管理を担当するグローバル開発本部
購買部、ユニ・チャームプロダクツ株式会社生産統括部、同スト
ラテジックソーシング部の責任者が会議を行い、優先的に取り
組むべき分野や具体的な進め方を協議、決定するとともに、進
捗状況をモニタリングし、問題解決に努めています。
　また、社長執行役員が委員長を務めるESG委員会で、サプラ
イチェーンに関する社会課題の解決や環境保全等に関する活動
についての方針や進捗状況を定期的に報告し、必要に応じて計
画の見直しを行っています。

P.8  サステナビリティ推進体制

グローバルプラットフォームの活用  

　当社は、サプライチェーン上の社会課題や自然環境問題対応
のマネジメントにSedex*のプラットフォームを活用しています。
資材サプライヤーおよび外部生産委託先にSedexへの入会およ
び当社とのリレーションシップの承認を求め、Sedexのプラット
フォームを通じて得られる情報を、意思決定や進捗管理に活用
しています。
　2024年度は、ペットケア商品向け資材のサプライヤーに
Sedex加入を促しました。また2023年度から実施している
Sedexのサプライヤー評価情報を活用し、人権デュー・ディリ
ジェンスを含めた「責任ある調達」の効率的な推進を目的として
スタートした「化粧品＆日用品業界のバイヤー会員Sedexワー
キングチーム」に継続して参加し、業界内の情報を共有しました。

web  Sedex日本語サイト
https://www.sedex.com/ja/

*  責任ある調達を推進するグローバルな会員組織。労働基準、健康と安全、環境、ビジネ
ス倫理に関するサプライチェーンのデータを共有する世界最大のプラットフォームなど、
責任あるビジネスとサプライチェーンを構築するためのテクノロジーと知見を企業に提
供しており、世界180の国と地域、 85,000以上の企業会員が、サプライチェーン・リスク
の管理、法令等の遵守、インパクトの測定と開示にSedexのソリューションを利用。

指標と目標

  Kyo-sei Life Vision 2030「ユニ・チャーム プリンシプル」

指標 2022年度 
実績

2023年度 
実績

2024年度 
実績

毎年度の 
目標

バリューチェーンに
おける重大な人権
違反の発生件数。

1件 
（是正済み）

1件 
（是正済み） 発生ゼロ 発生ゼロ

取り組み・実績 412-1,412-3

サプライヤーの工場における人権リスクの評価  

　当社は、Sedexのツールを活用してサプライヤーの工場のリ
スク評価を行っており、2024年度は新たにペットケア商品向
け資材のサプライヤーにも活用を開始しました。
　2024年12月末までにパーソナルケア商品・ペットケア商品
向け資材のサプライヤーとパーソナルケア商品・ペットケア商
品の外部生産委託先工場の約68.5%とSedexのプラット
フォーム上におけるリレーションシップを締結し、情報を閲覧
できるようになりました。そのうち、61.8%の工場の「Inherent 

Risk Score」と、54.0%の工場の「Site Characteristic Risk 

Score」が入手可能となりました。これらのスコアを参考にしな
がら、サプライヤーに対するアプローチを検討しています。

  2024年度人権リスク評価状況

リレーション
シップ締結率 
（%）

Inherent Risk 
Score 

入手率（%）

Site 
Characteristic 

Risk Score 
入手率（%）

パーソナル 
ケア商品

資材 
サプライヤー 91.9 82.6 73.9

外部生産 
委託先 78.5 72.3 50.8

ペットケア 
商品

資材 
サプライヤー 29.7 25.9 24.5

外部生産 
委託先 68.8 68.9 56.3

合計 68.5 61.8 54.0

（労働基準と、健康と安全に関するリスクスコアの単純平均をプロットしています。）

  サプライヤーの工場のリスクスコア
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サプライヤーのモニタリング   414-2

　Sedexのプラットフォームを通じて入手できるSMETA監査*1

の結果を用いて、サプライヤーのモニタリングを行っています。
2024年度に実施された79件の監査より221件の違反に関す
る情報を入手しました。監査で指摘された違反は、Sedexの
「SMETA Non-Compliance Guidance」に従ってBusiness 

Critical、Critical、Major、Minorの4段階に区分されます。当
社は、Business CriticalまたはCriticalに区分された違反につ
いて、監査日から3ヵ月を経過してもSedexのプラットフォーム
上で是正を確認できない場合には、当該サプライヤーとコミュ
ニケーションをとり、是正状況や是正計画を確認しています。
2024年度は、Criticalに区分された44件のうち、3ヵ月以内の
是正が確認できなかった2件（2社）の違反について、サプライ
ヤーと協議し是正計画を確認しました。

*1  Sedexによって開発された社会監査の手法で、事業所やサプライヤーを評価し、労
働基準、健康と安全、環境、ビジネス倫理の観点からサプライチェーンの労働環境
を把握することが可能。

 サプライヤーの監査件数と評価

2022年度
実績

2023年度
実績

2024年度
実績

監査件数（件） 31 26 79

指摘件数（件）

Business 
Critical

1 1 0

Critical 41 32 44

Major 182 111 127

Minor 109 44 50

合計 333 188 221

ユニ・チャームグループの工場のモニタリング  
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リスクの除去・軽減   414-1

新規サプライヤー
　当社は、新規サプライヤーとの取引開始に際して、「ユニ・
チャームグループ人権方針」および「ユニ・チャームグループ 

サスティナブル調達ガイドライン」を提示し、遵守することを
求めています。また、Sedexへの入会および当社とのリレー
ションシップの承認についても協力を依頼しています。労働基
準や健康と安全に関する重大な問題が発見された場合は、取
引開始の是非を検討する際に考慮します。

既存サプライヤー
　当社は、既存サプライヤーについて、モニタリングの過程で
重大な問題を発見した場合は、当該サプライヤーと協議し、改
善を要請します。また、2024年10月に既存サプライヤーに向
けて「第15回ユニ・チャーム中長期方針説明会」を実施し、人
権方針や調達基本方針などを説明するとともに、「GHG排出
量可視化プロジェクト」や、品質管理に関する活動への協力を
要請しました。

   【オーストラリア】「現代奴隷*2」のリスクと対策に関する 

トレーニングや教育
　オーストラリアの現地法人は、サプライチェーン全体におけ
る人権教育として、資材のサプライヤーやサプライチェーンの
下流にある流通や小売業などを中心に、現代奴隷のリスクと
対策に関するトレーニングや教育を実施しています。

*2  ｢現代奴隷（Modern Slavery）」とは、人々が奴隷状態または隷属状態を強要され
る、拘束労働、強制労働、人身取引などの形態・行為。

P.78  オーストラリアにおける取り組み

サプライヤーへのグローバルなコミュニケーション   

　各現地法人と各国・地域のサプライヤーとのミーティング
を通じ、資材に関する幅広いテーマについてサプライヤーと連
携した改善活動を推進しています。物流倉庫やサプライヤー
の工場において、調達に関する説明会を開催して「ユニ・
チャームグループ サスティナブル調達ガイドライン」を各国・
地域の言語に翻訳して配布するとともに、ガイドラインの趣旨
を説明するなど、サプライチェーン全体で持続可能な社会を
実現するためのコミュニケーションを図っています。

サプライヤーへの「中長期方針説明会」の実施   

　当社は、資材品質の安定化と調達に関する方針やガイドラ
インの浸透を目的として、2024年10月にサプライヤーを対象
とした「第15回ユニ・チャーム中長期方針説明会」を開催しま
した。パーソナルケア商品向け資材のサプライヤー、ペット 

ケア商品向け資材のサプライヤーや外部生産委託先など、オン
ラインを含めて133社283名が参加しました。「中長期方針説
明会」では、環境基本方針、人権方針、調達方針など各種方針
の周知徹底を図るとともに、持続可能なサプライチェーン構築
のための調達に関する方針やガイドラインの理解とSedexの活
用、「Kyo-sei Life Vision 2030」「環境目標2030」の達成に向
けた諸活動の進捗状況や、「GHG排出量可視化プロジェクト」
へのデータ提供、安心
な商品の供給による 

顧客満足度向上の実
現を目指す品質管理活
動などについて報告・ 

説明の上、協力を依頼
しました。

P.43  「GHG排出量可視化プロジェクト」 

第15回ユニ・チャーム中長期方針説明会
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社内関係者への教育  

　サステナブルな調達を推進するには、持続可能なサプライ
チェーン構築に関する基本方針やガイドラインを理解すること
が不可欠です。そのため、当社の工場担当者に対して、サステ
ナブル調達の取り組みの必要性や持続可能なサプライチェーン
構築の重要性などについて教育しています。2024年度は、ペッ
トケア商品向け資材のサプライヤーに対してSedexへの連携を
要請するために、当社の調達担当者に教育を実施しました。

資材の品質を改善する取り組み  

　資材の品質の安定を改善テーマとしてサプライヤーと集中的
に取り組むことによって、改善スピードを加速しています。この 

一環として、当社はサプライヤーへの品質監査を定期的に行っ
ています。監査では、サプライヤーによる原材料調達から出荷ま
での全工程に対して、当社の要求事項が遵守されているかを確
認しています。要求事項に不適合が発見された場合は、即時是
正を求め、これが完了するまで確認を継続します。また、次回の
定期監査では前回の是正事項の定着状況を確認します。監査
から定着確認までのサイクルを回すことで、資材品質の継続的
な改善を実施しています。
　先述した「第15回ユニ・チャーム中長期方針説明会」では、全
サプライヤーに当社の「QCポリシー」を再度説明し、品質不良
時の対策の徹底と再発防止策の作成、資材トレースの実行、資
材による重大不具合情報の共有および各社の類似工程におけ
る異常の有無の確認と対策の実施を要請しました。

「日用品サプライチェーン協議会」の設立  

　ユニ・チャーム株式会社は、人材不足やエネルギーコスト
および人件費の高騰などの商品供給・物流に関わる社会課題
を、日用品業界全体の問題としてメーカー各社が連携して取
り組むことが不可欠と考え、2024年5月に同業他社ら13社と
「日用品サプライチェーン協議会」を設立しました。日用品サ
プライチェーン協議会は、流通事業者および物流事業者等と
連携・協力し、持続可能で生産性の高い日用品サプライ
チェーン実現に向けて取り組むことで、生活必需品である日用
品の安定した供給を継続するとともに、物流に関わる社会課
題の解決に貢献することを目指しています。さらに、業界にお
ける円滑な物流データ共有を推進するために、株式会社プラ
ネットのロジスティクスEDI基盤を活用しつつ、行政によるフィ
ジカルインターネット*1の実現に向けた取り組みと連動し、隣
接業界との連携においても日用品業界の窓口としての役割を
目指します。

*1  インターネット通信の考え方を、物流（フィジカル）に適用した新しい物流の仕組み
であり、規格化された容器に詰められた荷物を複数企業の物流資産（倉庫、トラック
等）をシェアしたネットワークで輸送するという共同輸配送システム。

P.67  ロジスティクスEDIを活用した物流業務の効率化

　ユニ・チャーム株式会社は、日用品メーカー10社、物流事業者12社とと
もに「日用品物流標準化ワーキンググループ」として、「サプライチェーン イ
ノベーション大賞2024*2」（主催：経済産業
省、運営：製・配・販連携協議会*3）において
大賞を受賞しました。今回の受賞では、日用
品物流標準化ワーキンググループによる、デ
ジタル技術を活用したサプライチェーン全体
での輸配送や在庫の最適化を目指した、物流
改革への取り組みが評価されました。

*2  サプライチェーン全体の最適化を目指して製造・配送・販売の各分野が協力し、
優れた取り組みによって業界を牽引した事業者を表彰するもの。

*3  メーカー（製）、中間流通・卸（配）、小売（販）の協働により、サプライチェーン全
体の無駄をなくすとともに、新たな価値を創造する仕組みを構築することで、産
業競争力を高め、豊かな国民生活に貢献することを目的に2011年5月に設立さ
れた協議会。一般財団法人流通システム開発センター（GS1 Japan）と公益財団
法人流通経済研究所が事務局を務めている。

「サプライチェーン イノベーション大賞2024」において 
大賞を受賞

【インドネシア】ガバナンス強化の説明会を開催  

　インドネシアの現地法人PT UNI-CHARM INDONESIA 

Tbk（UCI）は、インドネシアの上場企業として取引先との公平
公正な関係を維持するために、2024年12月、ビジネスパート
ナーである流通業者や販売業者に向けてガバナンス強化を
テーマとした説明会を開催しました。説明会には30社以上の
関係会社が参加し、UCIのガバナンスに関する考え方や姿勢
を説明した上で、コンプライアンス遵守の理解と協力を要請し
ました。

　当社は、サプライチェーン上の取引先や価値創造を図る事業者との連携
や共存共栄を進めることで新たなパートナー
シップを構築するために、「パートナーシップ
構築宣言」を公表しています。

web  ユニ・チャーム株式会社「パートナーシップ構築宣言」
https://www.biz-partnership.jp/declaration/47703-05-06-tokyo.pdf

「パートナーシップ構築宣言」を公表
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生物多様性保全や自然環境保全に向けた 

責任ある調達への取り組み  

　森林由来資源（パルプ、紙、パーム油等）の上流である森林の
破壊や水源枯渇による供給低下は、当社の事業に大きな影響
を与えるリスクであると捉え、持続可能な社会の構築に向けた
生物多様性保全や自然環境保全に配慮したサプライチェーン
管理を推進しています。具体的には2015年度に「森林由来の
原材料調達ガイドライン」を、2017年度には「ユニ・チャーム
グループ サスティナブル調達ガイドライン」を策定し、サプライ
ヤーに理解・協力を促すことでリスクの低減に努めています。
　一方、CO2排出量が少なくエネルギー効率のよい資源調
達、廃棄物の削減やリサイクル資源活用による環境負荷と 

コストの低減、またそれらの商品を環境配慮型の商品として
訴求し販売促進することは、当社のチャンスと捉えています。
今後は、社内のリサイクル活動はもちろん、社会全体の資源活
用効率向上や資源循環へと取り組みを拡大します。

持続可能なパルプ・紙の調達  

P.47  認証パルプ（PEFC・CoC認証）の拡大

持続可能なパーム油の調達  

P.50  持続可能なパーム油の調達

【アメリカ】持続可能な水産物の調達  

　猫用おやつ『Delectables』のサプライヤーは、原材料に用
いるマグロとカツオについて、イルカにダメージを与えずに漁
獲されたことを証明する「ドルフィンセーフ認証」の原料を
100%使用しています。
　ドルフィンセーフ認証は、米国の法律に基づく認証制度で、
原材料のカツオやマグロが、イルカにダメージを与えずに漁獲
されたことを証明します。また、原材料がドルフィンセーフの基
準を満たすもののみである場合は、その商品にドルフィンセー
フラベルを表示することができます。
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